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ウェブアクセシビリティ
Web  Accessibility

SPECIAL REPORTS

深谷　美登里
■FUKAYA Midori

ウェブサイトを訪れたユーザーが，身体的特性や環境特性にかかわらず，ユーザーの欲する情報へ等しくアクセスでき
るように，ウェブサイトのアクセシビリティ向上が望まれている。インターネットの国際標準化団体であるWorld Wide
Web Consortium（W3C）が発表したWeb Content Accessibility Guidelines（WCAG）は，各国の指針に大きな影
響を与えており，国内でも政府・自治体・企業がウェブサイトのアクセシビリティ向上に取り組んでいる。
東芝は，2002年にWCAG 1.0を参考に，39項目からなる東芝版ウェブアクセシビリティガイドラインを策定し，

ウェブサイトのアクセシビリティ向上に取り組んでいる。

Websites need to be more accessible so that users visiting them can have equal access to the information they seek, regardless of
their physical characteristics or their user environment. The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) published by the World Wide
Web Consortium (W3C) have had a major influence on the guidelines of individual countries; in Japan as well, the government, local bod-
ies, and companies are working to improve website accessibility.

In 2002, Toshiba drew up 39 Toshiba Guidelines for Web Accessibility using WCAG 1.0 as a reference. We are continuing work on a
variety of initiatives aimed at improving website accessibility.

現在，企業のウェブサイトは，企業の情報を求めるユー

ザーと企業自体を結ぶ重要なメディアとなっている。企業

は，自社のサイトを訪れるユーザーに対し，サイトを使い

やすくし，ユーザーが欲する情報をわかりやすく提供する

ことが求められている。また，高齢者や障害者を含む多様

なユーザーが，多様な環境下でサイトを訪れるため，ウェブ

アクセシビリティの向上が重要な課題である。

ウェブ アクセシビリティとは，サイトを訪れるユー

ザーが，身体的特性や環境特性にかかわらず，求める情報

にアクセスできることを意味する。東芝は，2002年に社内

及びグループ会社向けのウェブアクセシビリティ指針と

ウェブアクセシビリティガイドラインを作成した。現在

は，アクセシビリティ向上のため，順次サイトの改善を進

めている。ウェブデザイン業務を行っている当社デザイン

部門でも，ウェブ アクセシビリティに関する勉強会や

ポータルサイト運営などを行い，スキルの向上に取り組ん

でいる。

ここでは，ウェブアクセシビリティの現状動向を解説

するとともに，当社で策定したウェブアクセシビリティ

ガイドライン及びサイト上でのアクセシビリティ対応につ

いて述べる。

WCAG（1）は，インターネットに関する技術開発と標準

化を行っている国際的団体であるW3Cの中の専門グルー

プであるWAI（Web Accessibility Initiative）により公表さ

れているドキュメントである。これは，ウェブアクセシ

ビリティを確立することを目的としていて，ウェブコンテ

ンツをアクセシブルにする方法を，14項目のガイドライン

と65項目のチェックポイントで説明している。WCAGは，

1999年に1.0版が公表されており，各国及び日本国内で公

表された指針やガイドラインにも大きな影響を与えてい

る。なお，WCAGは2003年3月に，2.0版のドラフトが公

開されており，五つのガイドラインと21のチェックポイ

ントが示されている。

米国では，98年に改正されたリハビリテーション法508条

（2001年6月施行）（2）により，連邦政府の各機関が提供する

ウェブサイトはアクセスできるようにしなけらばならないと

定めている。この法律では，ウェブ上の情報提供やアプリ

ケーションに関する具体的な技術基準として16項目を示

している。そのうちの11項目は，WCAG1.0の優先度1の

チェックポイントと同じものであり，技術基準の記述中に

もWCAG1.0への参照がある。

欧州では，情報社会の構築を目標とした行動計画eEu-

rope2002が推進された。その成果として，公共機関のウェ
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ブサイトのアクセシビリティに対しWCAGが採用された。

また，Design for all （3）というコンセプトで，デザイナー

やエンジニアの教育カリキュラムの提言やDesign for all

のためのネットワークの設立などがなされた。現在，

eEurope2002は終了し，その後継として2002年6月に承認

されたeEurope2005行動計画が実行されている。主要目標の

一つとして，2004年末までに双方向の公共サービスを多様な

プラットフォーム上ですべての人が使えるよう（accessible

for all）提供することが掲げられている。

日本では，99年に郵政省と厚生省（当時）が公表した“情

報バリアフリー環境の整備の在り方に関する研究会”（4）の

報告書の中で，“インターネットにおけるアクセシブルな

ウェブコンテンツの作成方法に関する指針”が発表され

ている。この指針は，検討中のWCAG1.0を参考にして作

成された指針であり，WCAG1.0とほぼ同様の14項目の

ガイドラインが示されている。総務省は，2000年度からアク

セシブルなページかどうかをチェックするシステムを開発

しており，ウェブ上で公開している（5）。システムは，

WCAG1.0のチェックポイントに適合しているかどうかを

チェックするとともに，改善方法のアドバイスを提示する。

JIS化の動きも進んでいる。ウェブアクセシビリティに

関する設計指針の規格化については，現在原案策定が完了

し，パブリックコメントを求める段階にあると言われてい

る。また，経済産業省が6月に発表した“高齢者・障害者

への配慮に係わる標準化の進め方について（提言書）”（6）に

おいても，ウェブアクセシビリティ設計指針は，今後2年

以内にJIS化すべきテーマとなっている。

そのほか，静岡県や島根県など地方自治体でも独自の

ウェブアクセシビリティガイドラインを策定し，アクセ

シビリティの改善と向上を推進している。また，企業でも

独自のウェブアクセシビリティガイドラインを作成・運

用し，自社サイトや顧客のサイトのアクセシビリティの向

上を目指している。

当社では，従来から東芝グループのウェブサイト制作に

おけるガイドラインを制定し，ウェブアクセシビリティ

の概念や制作時の留意点を示していた。しかし，具体的な

実現方法や実施理由までは明確に記述していなかったた

め，2002年にホームページ戦略担当部門とデザイン部門が

共同で，アクセシビリティ確立のために実施すべき事項を

まとめたウェブアクセシビリティガイドラインを制定し

た。また，指針として，すべてのユーザーが必要な情報

にアクセスでき使いやすいウェブサイトとすることを明示

した。

このガイドラインは，WCAG1.0の概念を基に39項目の

“実施事項”から構成されている。各実施事項にはアクセシ

ビリティ上どのような問題があるか，各事項を実施すると

ユーザーにとってどのような効果があるかなどの解説を付

け，制作者がどのようにウェブページを制作すればよいの

か，実現方法と事例を示しながら説明している。この実現

方法と事例は，当社デザイン部門でのウェブサイト制作

ノウハウやアクセシビリティ評価の結果から得られた知見を

盛り込んだものになっている。また，実施事項を実現でき

たか確認するためのチェック方法も記載している（図１）。

当社ガイドライン及びサイトでの，アクセシビリティ向上

のための具体的な実施例について述べる。

4.1“実施事項：ページ共通のナビゲーションやメニュー

はスキップできること”の実施

HTML（HyperText Markup Language）ソースファイル

に記述されているテキストを先頭から順に読み上げるスク

リーンリーダや音声ブラウザでは，各ページに共通に表示

されるナビゲーションメニューを毎回読み上げる。このた

め，ナビゲーションメニューが本文の前にある場合，本文

への到達に時間がかかり，そのページがユーザーの目的

ページかどうかの判断がすばやくできないという問題があ

る。そこで，ナビゲーションメニューをスキップさせるた

めに，本文へ飛ぶリンクを設けた。ナビゲーション

メニューの読上げが不要な場合はスキップし，本文を読み

上げさせる仕組みとする（図２）。

東芝のウェブアクセシビリティガイドライン3

アクセシビリティの実装4

実施事項 

解説 

実現方法と事例 

図１．東芝ウェブ アクセシビリティガイドライン（一部）－画像に付け
る代替テキストについて述べた実施事項の一部である。

Toshiba Guidelines for Web Accessibility（extract）
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ができる（図４）。また，見出しを明確で的確なことばで表

現することで，ユーザーにとってページの内容がより理解

しやすいものになる。

4.4 “実施事項：ページはアクセシブルであること。ど

うしてもアクセシブルにできない場合は代替ペー

ジを持つこと”の実施

イメージを効果的に訴求するために，Macromedia�

FlashTM（注1）などの技術を利用する場合がある。これら様々

な技術がアクセシビリティを支援する機能を十分に実装し

ていない場合，ページをアクセシブルにできないことがあ

る。本来は，もともとのページをアクセシブルにすること

が求められるが，やむをえない場合には代替ページを用意

することとしている（図５）。これらのページは，技術の進

4.2 “実施事項：文字サイズや行間は読みやすいこと。

また，ユーザーが必要に応じて変更できること”，

“実施事項：レイアウトの制御はスタイルシート

で行っていること”の実施

文字の大きさを絶対値で指定されたウェブページは，ブ

ラウザ上で文字の大きさをユーザーが自由に変更できず，

読みづらい場合がある。ユーザー自身が必要に応じて文字

の大きさを変更できるように，大きさは相対値で指定

（%指定）する。更に，文字サイズや行間の指定をスタイル

シートで行うことにより，情報そのものとデザイン部分を

分離でき，様々なユーザーの環境に合わせて情報を表現で

きる（図３）。

4.3 “実施事項：見出しはわかりやすく記述し，見出し

用のタグを使うこと”の実施

本文の見出しに該当する部分に見出し用のタグを使うこ

とにより，音声ブラウザのユーザーは，見出し用タグだけ

を読み出す機能を使って，見出しのみを拾い読みすること

<a href="#honbun"><img src="../img/2002/common/spacer.gif"
width="1" height="1" border="0" alt="本文へジャンプ"></a>

<a name="honbun"></a>

図２．ナビゲーションをスキップする例－ページ共通のナビゲーション
をスキップできるように，ページ内リンクを設ける。

Example of skipping navigation

図３．ブラウザ上での文字の大きさ変更に対応－小さい文字で表示し
た例（上）と大きい文字で表示した例（下）を示す。

Example of responding to changes in character size in
browser

h1 タグ 

h2 タグ 

h2 タグ 

h3 タグ 

図４．見出し用のタグを用いた例－文書構造に合ったタグを用いている。

Example of using header elements

テキスト版への 
リンク 

図５．代替ページを用意した例－テキスト版のページを用意している。

Example of providing equivalent alternative pages

（注１） Macromedia及びMacromedia Flashは，Macromedia, Inc. の
米国及びその他の国における商標又は登録商標。
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ここでは，ウェブアクセシビリティガイド及びサイト

上でのアクセシビリティ対応について述べた。今後も，サ

イトをよりアクセシブルなものにすべく様々な取組みを実

施し，サイトを訪れたすべてのユーザーに快適な情報提供

を行っていきたい。
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展に伴い，順次アクセシビリティを実装していくが，一方

で従来技術を利用しているユーザーに対する考慮も必須で

ある。

現在，デザイン部門によりウェブアクセシビリティの

社内向けポータルサイトを運用している。このサイトで，

ウェブアクセシビリティに関する最新情報や制作ノウハウ

の提供などを行い，当社関係者のウェブアクセシビリティ

への関心と制作スキルを高めることを目指している（図６）。

このポータルサイトや，ウェブアクセシビリティガイド

ラインは，ホームページ戦略担当部門とデザイン部門が行

う社内のサイト開設部門に対する説明会などを通じて，活

用と推進を図っている。また，各部門が新規にサイトを公

開あるいはリニューアルの際には，ユーザーの利用環境が

特定されているなどの特別な理由がない限り，ガイドライン

の全項目を遵守するよう指導し，サイトの改善を進めている。

全社啓もうと今後の取組み5

図６．社内向けポータルサイト－ユーザーの多様な利用環境の紹介や
ガイドラインの解説などがある。また，サイト上でユーザーが相談で
きるようにし，知識の蓄積を行っている。

In-house portal site for Web accessibility
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